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※
以
前
に
特
別
弔
慰
金
を
受
給
し

　

た
こ
と
の
あ
る
場
合
は
、
対
象

　

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

支
給
内
容
＝
額
面
24
万
円
の
記

名
国
債（
６
年
償
還
）

●
請
求
期
限
＝
４
月
２
日（
月
）

問
市
福
祉
政
策
課

　
（
１
階
⑲
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
３

戦
後
強
制
抑
留
者
に
特
別

給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

● 

対
象
者
＝
旧
ソ
連
又
は
モ
ン
ゴ

ル
国
の
地
域
に
お
け
る
戦
後
強

制
抑
留
者
で
、
平
成
22
年
６
月

16
日
現
在
、
日
本
国
籍
を
有
し

て
い
る
人

※ 

平
成
22
年
６
月
16
日
以
降
に
対

象
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合

は
、相
続
人
が
請
求
で
き
ま
す
。

●
請
求
期
限
＝
３
月
31
日（
土
）

問
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

　

☎
０
５
７
０ｰ

０
５
９ｰ

２
０
４

パ
ー
ク
ヒ
ル
ズ
鹿
屋
の
公

社
分
譲
宅
地
購
入
者
へ
の

助
成
を
行
い
ま
す

　

県
住
宅
供
給
公
社
で
は
、
鹿
屋

市
役
所
か
ら
約
１
㎞
の
新
生
町
に

お
い
て
住
宅
団
地「
パ
ー
ク
ヒ
ル

ズ
鹿
屋
」を
分
譲
し
て
い
ま
す
。

　

18
歳
未
満
の
子
ど
も
が
家
庭
に

い
る
場
合
は
、
土
地
価
格
を
５
％

割
引
、
複
数
区
画
購
入
の
人
は

10
％
割
引
す
る
ほ
か
、
外
構
工
事

費
と
し
て
土
地
価
格
の
10
％
相
当

額
を
助
成
す
る
特
典
も
設
け
て
い

ま
す
。

●
分
譲
地

○ 

販
売
区
画
数
＝
28
区
画（
土
地

の
み
）

○ 

土
地
分
譲
価
格
＝
３
１
７
万
円

〜
４
９
３
万
円

○ 

土
地
面
積
＝
２
０
９.

88
㎡
〜

３
４
５.

08
㎡（
63.

48
坪
〜

１
０
４.

38
坪
）

問
県
住
宅
供
給
公
社
企
画
分
譲
課

　

☎
０
９
９ｰ

２
２
６ｰ

７
８
３
３

平
成　

年
度
田
崎
多
目
的

運
動
広
場
の
利
用
日
程
調

整
会
議
を
開
催

　

６
月
か
ら
平
成
25
年
３
月
ま
で

の
期
間
に
、
田
崎
多
目
的
運
動
広

場
で
大
会
等
を
予
定
し
て
い
る
団

体
等
の「
利
用
日
程
調
整
会
議
」

を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
＝
３
月
22
日（
木
）

　

18
時
〜

● 

場
所
＝
田
崎
地
区
学
習
セ
ン

タ
ー

●
留
意
事
項

○ 

原
則
と
し
て
、
利
用
日
程
調
整

会
議
に
参
加
し
た
団
体
等
を
優

借
金
問
題
は
解
決
で
き
ま
す

　

借
金
を
返
す
た
め
に
、
他
の
金

融
業
者
か
ら
借
り
入
れ
し
て
返
済

す
る
行
為
を
繰
り
返
す
と
、
ま
す

ま
す
借
金
が
ふ
く
ら
み
多
重
債
務

に
陥
り
ま
す
。

　

多
重
債
務
に
陥
る
と
、
個
人
の

知
恵
や
努
力
だ
け
で
の
解
決
は
き

わ
め
て
困
難
で
す
。
借
金
問
題
で

困
っ
た
場
合
は
、
信
用
で
き
る
専

門
機
関
へ
相
談
す
る
こ
と
が
非
常

に
大
切
で
す
。

　

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、

借
金
問
題
や
多
重
債
務
に
関
す
る

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
ま

た
、
市
内
に
は
、
多
く
の
弁
護
士

や
司
法
書
士
事
務
所
が
あ
り
、
法

律
の
専
門
家
に
よ
る
相
談
も
受
け

や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

早
め
の
相
談
が
、
よ
り
良
い
解

決
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
２
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
６
９

農
地
法
等
の
許
可
申
請
手

続
き
に
関
す
る
受
付
締
切

日
を
変
更
し
ま
す

　

売
買
・
転
用
・
貸
借
な
ど
農
地

の
権
利
移
動
を
行
う
た
め
の
、
農

地
法
等
の
許
可
申
請
手
続
き
に
関

す
る
毎
月
の
受
付
締
切
日
を
、
４

月
受
付
分
か
ら
毎
月
10
日（
10
日

が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
そ
の
直
後

の
開
庁
日
）に
変
更
し
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
３
１

公
共
下
水
道
整
備
に
伴
う

供
用
開
始
区
域
の
縦
覧
の

お
知
ら
せ

　

市
で
は
、
現
在
地
域
ご
と
に
公

共
下
水
道
の
整
備
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
公
共
下
水
道
工
事
が
終
了

し
た
地
域
の
土
地
所
有
者
等
に

は
、
翌
年
度
か
ら
受
益
者
負
担
金

又
は
受
益
者
分
担
金
の
納
入
を
お

願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
平
成
23
年
度
の
整
備

済
対
象
地
域
の
土
地
に
つ
い
て
下

水
道
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
縦

覧
し
ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

な
お
、
対
象
と
な
る
地
域
の
土

地
所
有
者
に
は
、
４
月
に
土
地
所

有
者
等
申
告
書
を
送
付
す
る
と
と

も
に
受
益
者
負
担
金
等
の
説
明
会

の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

● 

縦
覧
期
間
＝
３
月
16
日（
金
）

　

〜
30
日（
金
）

● 

縦
覧
場
所
＝
市
分
庁
舎
２
階
下

水
道
課
内

問
市
上
下
水
道
部
下
水
道
課

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
３
３

第
９
回
特
別
弔
慰
金
の
請

求
は
お
済
み
で
す
か

● 

対
象
者
＝
平
成
17
年
４
月
１
日

か
ら
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で

の
間
に
、
恩
給
法
に
よ
る
公
務

扶
助
料
や
遺
族
年
金
等
の
年
金

給
付
を
受
け
て
い
た
人（
戦
没

者
等
の
妻
や
父
母
等
）が
亡
く

な
る
な
ど
し
て
、
平
成
21
年
４

月
１
日
現
在
、
こ
れ
ら
の
年
金

給
付
を
受
け
る
人
が
誰
も
い
な

く
な
っ
た
遺
族

※
遺
族
と
は
、
戦
没
者
等
の
死
亡

　

当
時
に
既
に
生
ま
れ
て
い
る
戦

　

没
者
等
の
三
親
等
以
内
の
親
族

　

で
す
が
、
法
律
に
よ
り
支
給
順

　

位
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
し
ま
す
の
で
、
利
用
を
希
望

す
る
団
体
等
は
必
ず
調
整
会
議

に
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

「
利
用
日
程
事
前
確
保
申
込
書
」

を
、
３
月
19
日（
月
）
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

６
月
４
日（
月
）
〜
７
月
13
日

（
金
）
は
、
芝
養
生
の
た
め
利

用
で
き
ま
せ
ん
。

問
か
の
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ

　

場
管
理
事
務
所

　

☎
０
９
９
４ｰ

42ｰ

３
２
２
２

「
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
予
防
講
演
会
」を
開

催●
日
時
＝
３
月
12
日（
月
）

　

10
時
〜
11
時

●
場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー 

● 

内
容
＝
講
演
、
健
康
相
談
会
、

体
脂
肪
率
及
び
腹
囲
測
定

○ 

演
題
＝
働
き
盛
り
の
メ
タ
ボ
対

策
○ 

講
師
＝
吉
武 

裕 

氏（
鹿
屋
体

育
大
学
教
授
）

●
参
加
料
＝
無
料

問
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー 

　

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

２
１
１
０

催　

し

お
知
ら
せ

●講座時間　午前＝   9:00 ～ 12:00　午後＝ 13:30 ～ 16:30　
　　　　　　夜間＝ 19:00 ～ 21:00

問リナシティかのや情報プラザ　〒 893-0009　鹿屋市大手町１番１号　☎ 0994-35-1002　℻ 0994-43-0744

№ 講座名（時間） 期　日 応募期限 料　　　金

1 講座復習の広場
（午後・夜間）

  4 ／ 8（日）
       ・22（日）

通常は、30 分
500 円です。

100 円
（１時間）

2 チラシＤＭ制作 1日講座
（午前及び午後） 4 ／ 1（日） 3／18（日） 2,000 円

（6時間× 1日）

3 パソコン入門講座
（午前）

4 ／ 2（月）
～ 4（水） 3／19（月） 2,000 円

（3時間× 3日）

4 ワード 2003 初級講座
（午後）

4／ 4（水）
～ 6（金） 3／21（水） 2,000 円

（3時間× 3日）

5 静止画・動画の編集基礎
講座（夜間）

4／ 4（水）
～ 6（金） 3 ／21（水） 2,000 円

（2時間× 3日）

6 Windows7 パソコン入門
1日講座（午前及び午後） 4／ 7（土） 3／24（土） 2,000 円

（6時間× 1日）

7 エクセル 2010 初級講座
（夜間）

4／   9（月）
～12（木） 3 ／ 26（月） 2,000 円

（2時間× 4日）

8 エクセル 2003 初級講座
（午後）

4 ／ 10（火）
～12（木） 3 ／ 27（火） 2,000 円

（3時間× 3日）

9 Windows7 パソコン入門
講座（午前）

4 ／ 11（水）
～13（金） 3 ／ 28（水） 2,000 円

（3時間× 3日）

10
町内会・PTA などの資料
作成 1日講座
（午前及び午後）

4 ／ 14（土） 3 ／ 31（土） 2,000 円
（6時間× 1日）

№ 講座名（時間） 期　日 応募期限 料　　　金

11
ツイッター・フェイス
ブック活用 1日講座
（午前及び午後）

 4 ／ 15（日） 4 ／ 1（日） 2,000 円
（6時間× 1日）

12 ワード 2010 初級講座（夜間）
  4 ／ 16（月）   
  ～ 19（木） 4 ／ 2（月） 2,000 円

（2時間× 4日）

13 エクセル 2010 初級講座（午前）
 4 ／ 17（火）
～ 19（木） 4／ 3（火） 2,000 円

（3時間× 3日）

14 ワード 2003 中級講座（午後）
4／ 18（水）
～ 20（金） 4 ／   4 （水） 2,000 円

（3時間× 3日）

15 名刺作成 1日講座（午前及び午後） 4／ 21（土） 4 ／   7（土） 2,000 円
（6時間× 1日）

16 ワード 2010 中級講座（夜間）
4／ 23（月）
～26（木） 4 ／  9（月） 2,000 円

（2時間× 4日）

17 エクセル 2003 中級講座（午後）
 4 ／ 24（火）
～ 26（木） 4／10（火） 2,000 円

（3時間× 3日）

18 エクセル 2010 中級講座（午前）
4／ 25（水）
～ 27（金） 4 ／11（水） 2,000 円

（3時間× 3日）

19 パソコンメンテナンス1日講座（午前及び午後）  4 ／ 28（土） 4／14（土） 1,500 円
（6時間× 1日）

●定員　 各コース 15人
　　　（№１＝定員なし、№ 3・ 4・8・14・17・19＝ 12 人）
　※定員に満たない場合は、講座を中止することがあります。
●応募方法　来所、ハガキ又はＦＡＸでご応募ください。

子ども手当の申請がお済みでない人は、3月 31日（土）までに必ず申請してください！！
すでに、申請をした人は必要ありません。

●平成23年10月からの子ども手当を受け取るためには
　平成23年10月より前に子ども手当を受け取っていた人
も含め、対象の子どもを持つ人は、申請を行う必要が
あります。

※子どもが施設に入所している場合や里親等に預けられ
ている場合は、その施設の設置者や里親に子ども手当
を支給します。

●申請期限
　３月31日（土）
※申請期限までに申請を行わなかった場合、子ども手当
を受け取ることができません。

●市子育て支援課の窓口延長
　3月26日（月）～30日（金）　19時まで
　3月31日（土）　　　　　　   8時30分～17時15分まで

昨年10月からの「子ども手当」申請はお済みですか？

●申請に必要なもの
　○主に生計を維持している人の保険証
　○ 主に生計を維持している人の預金通帳又は
キャッシュカード

　○印鑑（認印可）
　○ 子どもが市外で別居している場合、子どもの
住所地の市町村が発行する世帯全員の住民票

●申請先
　市子育て支援課又は各総合支所市民生活課

問市子育て支援課（１階⑱番窓口）　☎ 0994-43-2111　内線 3143

　次の人は、申請した月の翌月分からの支給とな
ります。
　異動日から15日以内に申請をしてください。
●10月以降に他の市町村から転入した人
●10月以降に子どもが生まれた人

ご注意くださいご注意ください！

リナシティかのや情報プラザパソコン講座受講生を募集リナシティかのや情報プラザパソコン講座受講生を募集リナシティかのや情報プラザパソコン講座受講生を募集
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